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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面から垂直に起立した縦ビームを備えた第一什器と、
　昇降天板と、前記第一什器に隣接して配置されていて、前記縦ビームに対して所定距離
を開けて垂直に起立し、前記昇降天板を昇降可能に支持する昇降支持部材と、を備えた第
二什器と、
　前記昇降支持部材または昇降天板に直接または間接的に固定されていて前記昇降天板と
一体に昇降可能であるとともに、前記縦ビームまたは該縦ビームに固定された別部材に、
前記縦ビームと前記昇降天板との隙間を一定に維持しながら上下に摺動されガイドされて
昇降可能なガイド部材と、
　を備えたことを特徴とする昇降天板付き什器。
【請求項２】
　前記昇降天板には前記第一什器に対向して幕板が設けられ、前記ガイド部材は前記幕板
の幅方向両端部に設けられている請求項１に記載された昇降天板付き什器。
【請求項３】
　前記ガイド部材は前記縦ビームまたは前記別部材を挟むように配設されている請求項１
または２に記載された昇降天板付き什器。
【請求項４】
　前記縦ビームは、前記第二什器に隣接して設けられた第一リブと、前記第一リブに対向
して設けられた第二リブと、前記第一リブ及び第二リブを連結するウェブとを有しており
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、前記ガイド部材は前記第一リブにガイドされて昇降するようにした請求項１から３のい
ずれか１項に記載された昇降天板付き什器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばオフィスや金融機関等の受付や窓口等に設置されている対面式カウン
ター等を含む昇降天板付き什器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、対面式カウンターとして、例えば特許文献１に記載されたものが提案されている
。この対面カウンターでは、左右の側板間に、係員用のテーブル板と顧客用テーブル板が
対向して配設されている。対面式カウンターは、顧客の混み具合等、窓口の業務形態に応
じて係員用テーブル板と顧客用テーブル板とを個別に昇降できるようになっている。
　両サイドの側板は中空形状とされ、約片側半分の内側に係員用のテーブル板の脚部を昇
降できるようにしている。顧客側の約半分の内側にも顧客用のテーブル板の脚部を昇降で
きるようにしている。係員用テーブル板の下部には、両方のテーブル板を昇降できるスイ
ッチ部が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１５８７３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した対面式カウンターでは、互いに昇降可能な係員用テーブル板と
顧客用テーブル板が隣接して対向配置されているため、いずれかのテーブルが昇降する際
に他方のテーブルとの間の隙間が変化して紙やその他の薄物等を挟む恐れがあった。また
、係員用テーブル板と顧客用テーブル板の間で、何れかのテーブル板に幕板を垂下させた
場合でも、昇降する高い方のテーブル板の幕板と低い方のテーブル板との間で隙間が変化
して紙等の薄物を挟む恐れがあった。
【０００５】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、少なくともいずれかが昇降可
能な第一什器と第二什器の間で隙間を一定に維持できて紙等の異物を挟む恐れを低減でき
るようにした昇降天板付き什器を提供することを目的とする。　
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による昇降天板付き什器は、床面から垂直に起立した縦ビームを備えた第一什器
と、昇降天板と、第一什器に隣接して配置されていて、縦ビームに対して所定距離を開け
て垂直に起立し、昇降天板を昇降可能に支持する昇降支持部材と、を備えた第二什器と、
昇降支持部材または昇降天板に直接または間接的に固定されていて前記昇降天板と一体に
昇降可能であるとともに、縦ビームまたは該縦ビームに固定された別部材に、縦ビームと
昇降天板との隙間を一定に維持しながら上下に摺動されガイドされて昇降可能なガイド部
材と、を備えたことを特徴とする。
　本発明によれば、第一什器に対して第二什器の昇降天板を昇降させる際、第一什器と第
二什器の間に隙間があっても、ガイド部材が第一什器の縦ビームまたは縦ビームに固定さ
れた別部材にガイドされつつ隙間を昇降天板と一体に昇降するため、第一什器と第二什器
の隙間が一定に保持され、紙等の異物を誤って挟むことを防止できる。
【０００７】
　また、昇降天板には第一什器に対向して幕板が設けられ、ガイド部材は幕板の幅方向両
端部に設けられていることが好ましい。
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　第二什器の昇降天板と幕板はガイド部材によって第一什器の縦ビームにガイドされて昇
降するため、第二什器の昇降天板及び幕板の左右方向全域で第一什器との隙間を一定に維
持できる。
【０００８】
　また、ガイド部材は縦ビームまたは別部材を挟むように配設されていることが好ましい
。
　ガイド部材が縦ビームまたは別部材を挟んで配設されていることで、第二什器を昇降さ
せる際に縦ビームと昇降支持部材、昇降天板との隙間の距離を一定に維持できる。
　また、縦ビームは、第二什器に隣接して設けられた第一リブと、第一リブに対向して設
けられた第二リブと、第一リブ及び第二リブを連結するウェブとを有しており、ガイド部
材は第一リブにガイドされて昇降するようにしてもよい。
　第二什器のガイド部材は、第一什器の第一リブにガイドされて昇降天板の昇降に沿って
昇降するため、第一什器と第二什器の隙間を一定に維持できて、紙等の異物を挟むことを
防止できる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明による昇降天板付き什器によれば、第一什器と第二什器の間の隙間を、第二什器
の昇降天板と一体にガイド部材が昇降作動するため一定に維持できて、隙間に紙等の異物
を挟むことを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第一実施形態による昇降天板付き対面カウンターを示す要部斜視図であ
る。
【図２】対面カウンターの固定カウンターに昇降カウンターを組み立てる工程の側面図で
ある。
【図３】対面カウンターにおける昇降カウンターの分解斜視図である。
【図４】固定カウンターに昇降支持部材を取り付けた状態の斜視図である。
【図５】昇降支持部材に取り付ける縦ビームの要部分解図である。
【図６】昇降支持部材の下部ブラケット及び固定筒部と縦ビームの取り付け構成を示す要
部説明図である。
【図７】下部ブラケットの拡大図であり、（ａ）は後面側を固定枠部の下部横ビームに固
定された図、（ｂ）は前面側を第二横ビームに固定された図である。
【図８】昇降カウンターを後面側から見た斜視図である。
【図９】図８におけるガイド部材の拡大図である。
【図１０】（ａ）はガイド部材を後側幕板に固定した構造を示す斜視図、（ｂ）は同図（
ａ）のＡ－Ａ線水平断面図である。
【図１１】対面カウンターの昇降天板が降下位置にある状態の側断面図である。
【図１２】昇降天板が上昇位置にある状態の側断面図である。
【図１３】第二実施形態による対面カウンターを示す要部模式図であり、（ａ）は要部縦
断面図、（ｂ）は要部水平断面図である。
【図１４】変形例による昇降カウンターの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態による昇降天板付き対面カウンターを、添付図面を参照して説
明する。
　図１及び図２は本発明の第一実施形態による昇降天板付き対面カウンター１である。こ
の対面カウンター１は、例えば金融機関や市役所等の公共施設、病院やオフィス等で顧客
と係員とが対面して面談する場合に用いられる。この対面カウンター１は、係員が対面す
る固定カウンター２と顧客が対面する昇降カウンター３とが向い合せで対向して配設され
ている。
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　この対面カウンター１は係員が固定カウンター２に着座して対面し、顧客は着座する場
合と立つ場合のいずれかの姿勢で係員に対面できる。例えば窓口が顧客で混雑している場
合には、昇降カウンター３を固定カウンター２より高い位置に保持して顧客が立って対応
する。窓口の顧客が少ない場合には、昇降カウンター３を固定カウンター２と同じ高さ位
置に調整して顧客も着座して対応する。一般に昇降カウンター３の高さ調整は営業時間外
に行われる。
【００１２】
　次に対面カウンター１の具体的構成について説明する。
　本明細書の対面カウンター１では、固定カウンター側、即ち図２の側面図における左側
を後方、後側とし、昇降カウンター側、即ち、図２で右側を前方、前側とする。そして、
これに直交する水平方向を左右方向とする。図２～図４において、固定カウンター２は例
えば断面コの字状の縦ビーム５が床面から起立して設置されている。縦ビーム５は幅方向
両側に一対設けられており、その上部には高さが一定の固定テーブルとして固定天板６が
連結されている。一対の縦ビーム５の上下端部には上部横ビーム７ａ及び下部横ビーム７
ｂがそれぞれ連結されている。一対の縦ビーム５と上部横ビーム７ａ及び下部横ビーム７
ｂとで略四角形枠状の補強枠体８が形成されている。
【００１３】
　縦ビーム５は、例えば図１０に示すように、断面略コの字状の部材が例えば二重に重ね
て形成されており、内側の縦ビーム５Ａと外側の縦ビーム５Ｂを有している。内側の縦ビ
ーム５Ａは、昇降カウンター３側に位置する第一リブ５ａと、これに対向する第二リブ５
ｂと、第一リブ５ａ及び第二リブ５ｂを連結するウェブ５ｃとを有している。外側の縦ビ
ーム５Ｂも同様な構成を有している。なお、縦ビーム５はいずれか一方の縦ビーム５Ａま
たは５Ｂだけで形成されていてもよい。
　縦ビーム５及び上部横ビーム７ａの上部に固定天板６の前端部６ａが固定されている。
固定天板６の下部には、補強枠体８の後ろ側に固定幕板９が垂下して固定され、その下部
には横ブラケット１０が両端の縦ビーム５に連結されている。横ブラケット１０は、上部
横ビーム７ａ及び下部横ビーム７ｂ間に配設され、昇降カウンター３を昇降させるための
電気配線のコントローラが収納されている。
【００１４】
　固定カウンター２の左右側部にはパネル状の側板１２がそれぞれ配設され、各側板１２
の内面に形成されたレール溝１２ａ(図８参照)に固定天板６の左右端部が嵌合されてねじ
等で連結されている。縦ビーム５は側板１２に連結されていない。なお、固定天板６に代
えて、または固定天板６と共に縦ビーム５が側板１２の内面に連結されていてもよい。側
板１２は固定カウンター２の両側部を囲うと共に固定天板６の上方に延びており、しかも
昇降カウンター３の両側部を囲うように延びている。
　図３、図４、図１１、図１２等に示すように、固定カウンター２の前側に隣接して配設
された昇降カウンター３には、両側の縦ビーム５に対向する位置に昇降支持部材１４がそ
れぞれ設置されている。各昇降支持部材１４の上端部には前方に向けて延びる天板ブラケ
ット１５がそれぞれ連結されている。天板ブラケット１５の上部には昇降天板１６が固定
されている。昇降天板１６はその後端部１６ａ近傍の下面に昇降支持部材１４が固定され
、前端部が前方に向けて延びている。
【００１５】
　図２において、昇降支持部材１４は昇降天板１６を昇降可能に支持しており、その降下
位置（本昇降カウンター３の使用設定範囲において昇降天板１６を最も降下させた位置）
で昇降天板１６は固定天板６と同じ高さ位置に保持され(図１１参照)、上昇位置（本昇降
カウンター３の使用設定範囲において昇降天板１６を最も上昇させた位置）で固定天板６
よりも高い位置に保持されている(図１２参照)。
　図２、図５等に示す昇降支持部材１４は、床面に着座する固定部材としての下部ブラケ
ット１８と、下部ブラケット１８の上面１８ａにボルト等で固定される中空の固定筒部１
９と、固定筒部１９内に進退可能に挿入されている昇降軸部２０とで構成されている。昇
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降軸部２０は例えば２段の昇降部材を有しており(図１２参照)、略筒状で固定筒部１９内
に進退可能な第一昇降軸部２０ａと第一昇降軸部２０ａ内に進退可能な第二昇降軸部２０
ｂとで構成されている。伸縮機構を固定筒部１９と第一昇降軸部２０ａと第二昇降軸部２
０ｂで構成することで、伸長時に互いに重なる部分が長く確保できて剛性が高い。即ち、
図１１に示す昇降天板１６が固定天板６と同一高さに降下した第一位置と図１２に示す上
昇した第二位置との間で、固定筒部１９と第一昇降軸部２０ａと第二昇降軸部２０ｂは互
いに一部重複した長さに保持される。なお、昇降軸部２０は１つの昇降部材で構成しても
よいし、或いは上下３段以上の複数組の昇降部材で構成して伸縮可能としてもよい。
【００１６】
　下部ブラケット１８は図５～図７に示されており、略四角形板状の上面１８ａに対して
背面１８ｂと両側面１８ｃとが平板状で床面に垂下している。しかも、両側面１８ｃは上
面１８ａから床面に向けて後端側に傾斜する略直角三角形板状に形成されている。下部ブ
ラケット１８の前面は上面１８ａの幅方向中央から板状の中央支持部１８ｄが床面に垂下
しており、その両側と側面１８ｃとの間は凹部をなす空間とされている。
　図６及び図７（ａ）において、下部ブラケット１８の背面１８ｂを補強枠体８に固定す
るに際し、中央支持部１８ｄの左側では例えば２本のボルトｂを縦ビーム５の上下に締め
込み固定する。中央支持部１８ｄの右側では背面１８ｂをボルトｂにより下部横ビーム７
ｂに締め込み固定する。そのため、縦ビーム５の幅が小さくても補強枠体８の両側の下部
角部において、縦ビーム５と下部横ビーム７ｂにボルトｂで下部ブラケット１８を強固に
固定できる。
【００１７】
　また、背面１８ｂの厚みを他より大きい厚みａに形成して縦ビーム５と固定筒部１９と
の隙間を所定の距離ａに設定し、縦ビーム５と昇降支持部材１４との間に後述する後側幕
板２５を垂下させるための隙間Ｋが形成されている。
　図７（ｂ）において、両側の下部ブラケット１８における中央支持部１８ｄの下端面に
は、第二横ビーム１７がボルトｂで固定されている。そのため、両側の下部ブラケット１
８を挟んでその後側の下部横ビーム７ｂと前側の第二横ビーム１７とが対向して平行に連
結されている。
【００１８】
　図５及び図６において、下部ブラケット１８の上面１８ａにボルト等で固定された固定
筒部１９は角筒状であり、内部に昇降軸部２０が進退可能である。しかも、固定筒部１９
の内部には昇降軸部２０を昇降させるための駆動モータと配線等が収納されている。
　固定筒部１９は縦ビーム５に第一取付ブラケット２２及び第二取付ブラケット２３によ
って固定されている。第一取付ブラケット２２は断面略コの字状に形成されていて、上下
端部がボルトｂ等で縦ビーム５に固定されている。第一取付ブラケット２２はスペーサと
して縦ビーム５と固定筒部１９の間に所定の距離ａを開けられるように所定の厚みで屈曲
して形成されている。
【００１９】
　第一取付ブラケット２２に当接する固定筒部１９を介して、断面略コの字状の第二取付
ブラケット２３が縦ビーム５に取り付けられる。第二取付ブラケット２３の一方の端部に
設けたフックが縦ビーム５に形成されたスリット溝(図示せず)に係合し、他方の端部はボ
ルトｂを第一取付ブラケット２２に捩じ込んで固定される。これにより、昇降支持部材１
４は縦ビーム５に対して所定距離ａを開けて垂直に起立して固定され、しかも下部ブラケ
ット１８と固定筒部１９の第二取付ブラケット２３との上下二段で縦ビーム５に平行にな
るよう固定されている。
　昇降支持部材１４に対して昇降天板１６が片持ち支持状態であっても、昇降天板１６で
受ける荷重は両側の昇降支持部材１４及び縦ビーム５を介して側板１２で受けることがで
きる。昇降天板１６は特に固定天板６より上昇した位置で、顧客が寄りかかる等で荷重を
受けると強い倒れ込み荷重を受けるが、上述した取付構造で高強度に支持される。
【００２０】
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　図１１及び図１２等において、固定カウンター２の固定天板６と昇降カウンター３の昇
降支持部材１４との間に距離ａの隙間Ｋを形成するが、昇降天板１６の後端部１６ａの下
面には後側幕板２５が固定されて垂下され、昇降天板１６の後端部１６ａと後側幕板２５
とは面一に形成されている。そのため、固定天板６と昇降天板１６及び後側幕板２５との
間には例えば５ｍｍ以下のわずかな隙間しかなく、紙等の書類や薄物の異物が入りにくい
。
　特に、固定天板６の厚み方向の前端部６ａにモヘア等の繊維材の束を固定して昇降天板
１６または後側幕板２５に当接させれば、紙等の薄物が隙間に進入することをより確実に
阻止できる。
【００２１】
　昇降支持部材１４を挟んで後側幕板２５の前側には前側幕板２６が昇降天板１６の下面
に固定されて垂下している。前側幕板２６と後側幕板２５は昇降天板１６の幅方向略全長
に延びており、その上下方向の長さは、図２及び図１１に示す昇降天板１６の降下位置で
、第一取付ブラケット２２及び第二取付ブラケット２３に当接しない程度の長さに設定さ
れている。前側幕板２６及び後側幕板２５の下端部は連結部材２７によって互いに連結さ
れている。
　そのため、前側幕板２６及び後側幕板２５と昇降天板１６と連結部材２７とで側面視略
四角形枠状に連結されており、前側幕板２６及び後側幕板２５を高強度に保持できる。昇
降天板１６が昇降した際に後側幕板２５が揺動して固定天板６に接触することを確実に阻
止できる。連結部材２７は前側幕板２６及び後側幕板２５の下端部において、幅方向両端
部と中間部に設けられているが、少なくとも１カ所に設けていれば前側幕板２６及び後側
幕板２５の固定強度を確保できる。
【００２２】
　なお、前側幕板２６及び後側幕板２５の下端部に連結部材２７は必ずしも設けなくても
よい。この場合でも、前側幕板２６及び後側幕板２５の上端部を昇降天板１６の下面にボ
ルト等で連結しているので昇降時の揺動を抑制できる。
　また、昇降支持部材１４を前側幕板２６及び後側幕板２５で挟んでいることで、固定筒
部１９及び昇降軸部２０の接続部等に顧客の足や膝等が接触することから保護できる。
【００２３】
　次に図８～図１０において、固定カウンター２に隣接する昇降カウンター３の後部が開
示されている。図において、昇降カウンター３の後側幕板２５における下端部の幅方向両
側にはガイド部材３０がそれぞれ固定されている。ガイド部材３０は例えば略階段状に形
成されており、その下片部３０ａが後側幕板２５の下面に当接してボルトｂで固定され、
基板部３０ｂが後側幕板２５の後面に当接していると共にその上側リブ３０ｃが外側に折
れ曲がっている。
　基板部３０ｂは幅方向外側に延びていて、その一端部は縦ビーム５の第一リブ５ａをガ
イド面として挟んで後ろ側に折れ曲がる段付き部３０ｄを形成している。この段付き部３
０ｄには縦ビーム５の第一リブ５ａに当接するガイドピン３２がガイド部として固着され
ている(図１０（ｂ）参照)。
【００２４】
　そのため、昇降カウンター３の昇降天板１６が昇降すると、後側幕板２５も一体に昇降
するため、その両端部に固定したガイド部材３０のガイドピン３２が縦ビーム５の第一リ
ブ５ａに当接しながら摺動する。しかも、固定カウンター２の前面側の固定天板６及び縦
ビーム５と昇降カウンター３の後面側の後側幕板２５との間の隙間内にガイド部材３０が
配設され、ガイド部材３０はその上側リブ３０ｃが隙間を埋めて昇降天板１６と一体に昇
降可能となる。
　固定カウンター２と昇降カウンター３の後側幕板２５との隙間はガイド部材３０によっ
て連携されて一定間隔に保持されている。なお、ガイド部材３０は金属製であり、ガイド
ピン３２は縦ビーム５の第一リブ５ａを擦過しないように例えばナイロン等の樹脂製とさ
れている。
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【００２５】
　本実施形態による対面カウンター１では、固定カウンター２の縦ビーム５と昇降カウン
ター３の昇降支持部材１４との隙間Ｋ内に後側幕板２５が配設されている。更に、縦ビー
ム５と後側幕板２５との隙間にガイド部材３０の上側リブ３０ｃが配設されて埋めている
。そのため、固定天板６と昇降天板１６及び後側幕板２５との隙間内に紙等の書類が挟ま
ったり落下したりすることを阻止できる。
【００２６】
　図１乃至図３、図１１等において、昇降カウンター３における昇降天板１６の下空間に
は昇降支持部材１４に近接する位置に板状のフロントパネル３４が設置されている。図１
２に示すように、フロントパネル３４はその後面側に下部係止片３４ａと上部係止片３４
ｂが設けられている。下部係止片３４ａは下部ブラケット１８の中央支持部１８ｄに形成
したスリット１８ｅに係合させられ、上部係止片３４ｂは第二取付ブラケット２３に形成
したスリット２３ａに係合させられている。そのため、フロントパネル３４は着脱が容易
である。
【００２７】
　そのため、フロントパネル３４は、例えばその下端部が床面上または床面から若干浮い
て保持され、その上端部は降下位置にある昇降天板１６の天板ブラケット１５より若干下
側に位置している。フロントパネル３４によって昇降天板１６の下部空間の奥側に位置す
る両側の昇降支持部材１４と前側幕板２６の下側の空間と前側幕板２６の大部分とが覆わ
れているため、顧客側から昇降支持部材１４や前側幕板２６やその下側の空間等がほとん
ど目視できず、意匠性が向上する。
　また、昇降天板１６が上昇した場合には、前側幕板２６も昇降天板１６と一体に上昇す
るため、前側幕板２６と昇降支持部材１４の下部がフロントパネル３４に覆われる。
【００２８】
　本実施形態による対面カウンター１は上述した構成を有しており、一例として次のよう
に組み立てることができる。
　対面カウンター１の組立に際して、予め固定カウンター２の両側部に側板１２を配設し
、レール溝１２ａに固定天板６を固定させる。昇降カウンター３は一対の昇降支持部材１
４の上部に昇降天板１６を固定して一体化する。昇降支持部材１４の前後には後側幕板２
５と前側幕板２６が設置されている。そして、図２に示すように、後付けで昇降カウンタ
ー３を両側板１２の間に挿入して固定カウンター２に連結できる。
　その際、図３、図５に示すように、固定カウンター２における補強枠体８の縦ビーム５
に昇降カウンター３の昇降支持部材１４を対向させ、昇降支持部材１４の下部ブラケット
１８を縦ビーム５及び下部横ビーム７ｂにボルトｂで連結すると共に、縦ビーム５に固定
した第一取付ブラケット２２に固定筒部１９を当接させて第二取付ブラケット２３を縦ビ
ーム５及び第一取付ブラケット２２に係止、固定させる。
【００２９】
　後側幕板２５の下端部における左右両端部にガイド部材３０をボルトｂで固定する。両
側のガイド部材３０における基板部３０ｂの段付き部３０ｄで縦ビーム５の第一リブ５ａ
を覆い、ガイドピン３２を第一リブ５ａに当接させて昇降可能に係止させる。第一リブ５
ａは後側幕板２５と段付き部３０ｄのガイドピン３２との間に保持される。次に、昇降天
板１６の下部空間の奥側にフロントパネル３４を取り付け、下部係止片３４ａと上部係止
片３４ｂを下部ブラケット１８と第二取付ブラケット２３にそれぞれ係止させることで、
前面側をフロントパネル３４で覆うことができる。
　得られた対面カウンター１では、側板１２の間に設けた昇降カウンター３の昇降天板１
６が昇降支持部材１４の伸縮作動によって縦ビーム５との隙間を一定に維持しながら昇降
できる。しかも、側板１２によって昇降カウンター３の倒れや揺れを規制できる。
　或いは、昇降カウンター３を組み立てた後に固定カウンター２に連結させてもよい。
【００３０】
　上述したように、本実施形態による対面カウンター１は次の作用効果を奏する。
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（１）昇降位置に関わらず、昇降天板１６及び後側幕板２５と固定天板６との間の隙間を
小さく維持できる。更に、後側幕板２５の両側端部に固定されたガイド部材３０のガイド
ピン３２が縦ビーム５の第一リブ５ａをガイドとして上下方向に摺動可能であるため、昇
降天板１６の昇降位置に関わらず固定天板６との隙間を小さく一定に維持でき、この小さ
な隙間内に紙等の書類等を挟むことを防止できる。
　しかも、固定天板６の前端部６ａに繊維束を取り付けて隙間を埋めることで書類等の薄
物等が隙間内に入り込むことをより確実に阻止できる。
（２）昇降カウンター３は昇降天板１６の後端部を昇降支持部材１４で支持するため、昇
降カウンター３側の昇降天板１６の下側の空間が広くなり、昇降カウンター３側に対面す
る顧客の足元が広く圧迫することを防止できる。
【００３１】
（３）しかも、昇降天板１６を後端部で片持ち式に支持する昇降支持部材１４はその下部
側の２カ所で縦ビーム５に固定され、固定天板６を介して両側の側板１２で支持できる。
そのため、昇降天板１６に前倒れ方向の荷重がかかっても側板１２で強固に支えることが
できて、昇降カウンター３の安定した支持ができる。また、昇降カウンター３は両側の側
板１２で倒れや揺れを規制できる。
（４）昇降カウンター３の昇降天板１６を支持する昇降支持部材１４は、下端部に設けた
下部ブラケット１８の上に固定筒部１９とその内部を進退可能な昇降軸部２０として第一
昇降軸部２０ａ及び第二昇降軸部２０ｂを設けたため、第一昇降軸部２０ａ及び第二昇降
軸部２０ｂのストロークが短くて固定筒部１９内に納まる重複長さを確保できて、昇降支
持部材１４の剛性が高く昇降天板１６の支持強度が高い。
【００３２】
（５）昇降カウンター３の昇降支持部材１４はその前後を前側幕板２６と後側幕板２５で
囲う構成であるため、対面した顧客の足が昇降支持部材１４に接触したりすることから保
護できる。しかも、前側幕板２６と後側幕板２５は昇降天板１６と連結部材２７で上下端
部を連結することで保持強度が高く、昇降天板１６の昇降時に後側幕板２５が固定天板６
との間で揺動したりしない。
　また、後側幕板２５は縦ビーム５と昇降支持部材１４の間の隙間Ｋ内に位置するため、
隙間Ｋを更に小さい隙間に規制できて紙等の異物を挟んだりしにくい。
【００３３】
（６）更に、前側幕板２６を設けたため、顧客側から昇降支持部材１４や空間等が露出す
ることを防止できて安全性と意匠性が高い。
　また、昇降カウンター３の昇降天板１６の下部空間を覆うフロントパネル３４を昇降支
持部材１４に係止させたため、昇降支持部材１４や下部空間の前側幕板２６等を覆って美
観と意匠性を向上できる。しかもフロントパネル３４は昇降支持部材１４と縦ビーム５と
固定天板６を介して側板１２に支持されるため、支持強度が高い。
【００３４】
　なお、本発明は上述の実施形態による対面カウンター１に限定されることはなく、本発
明の要旨を変更しない範囲で適宜の変更や置換等が可能であり、これらはいずれも本発明
に含まれる。以下に、本発明の他の実施形態や変形例等について説明するが、上述した実
施形態と同一または同様な部品や部材等には同一の符号を用いて説明を行う。
【００３５】
　上述した実施形態では、対面カウンター１は後方に設けた固定カウンター２の前側に昇
降カウンター３を対面して設置したが、本発明による第一の什器は固定カウンター２に限
定されない。例えば第一の什器として固定カウンター２に代えて棚や壁等を設けてもよく
、棚や壁等に対面して昇降天板１６を有する昇降カウンター３を第二什器として設けて昇
降天板１６を昇降可能に保持してもよい。
【００３６】
　また、対面カウンター１の第二実施形態として、固定カウンター２に代えて昇降カウン
ター３をもう１つの昇降カウンター３に対面して逆向きに設けてもよい。第二実施形態に
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よる対面カウンター１Ａを図１３（ａ）、（ｂ）に示す模式図に基づいて説明する。
　本実施形態による対面カウンター１Ａは、上述した第一実施形態における固定カウンタ
ー２に代えて昇降カウンター３と同様な構成を備えた第二昇降カウンター３Ａが設置され
ている。図１３に示す例では、第二昇降カウンター３Ａは、昇降支持部材１４Ａとして下
部ブラケット１８の上部に固定筒部１９Ａと第一及び第二昇降軸部２０ａ、２０ｂからな
る昇降軸部２０Ａとを備えている。昇降軸部２０Ａの上端に天板ブラケット１５Ａが設置
され、その上に昇降天板１６Ａが固定されている。
【００３７】
　昇降カウンター３及び第二昇降カウンター３Ａにおける各昇降天板１６，１６Ａの対向
する各後端部１６ａ、１６ａの下面には後側幕板２５、２５Ａがそれぞれ垂下されている
。昇降カウンター３及び第二昇降カウンター３Ａの昇降天板１６，１６Ａの間、後側幕板
２５，２５Ａの間には、紙等の書類等の進入を阻止する小さい一定距離の隙間が設定され
ている。その側部には一対の後側幕板２５、２５Ａを囲うように水平断面視略コの字状の
ガイド部材３７が配設されている。ガイド部材３７は両側の側壁ガイド３７ａ、３７ｂの
内面がそれぞれ後側幕板２５，２５Ａに対向し、外面に昇降支持部材１４、１４Ａの固定
筒部１９、１９Ａが連結されている。
【００３８】
　このような構成において、第二昇降カウンター３Ａが固定保持された状態で、一方の昇
降天板１６が昇降すると後側幕板２５はガイド部材３７の側壁ガイド３７ａに沿って昇降
するため、他方の後側幕板２５Ａ及び昇降天板１６Ａとの隙間は一定に保持される。また
、一方の昇降カウンター３が固定保持された状態で、他方の昇降天板１６Ａが昇降すると
後側幕板２５Ａはガイド部材３７の側壁ガイド３７ｂに沿って昇降するため、同様に一方
の後側幕板２５及び昇降天板１６との隙間は一定に保持される。
【００３９】
　なお、本実施形態では、後側幕板２５，２５Ａは側壁ガイド３７ａ、３７ｂの内面に沿
って面接触して昇降するが、第一実施形態のように後側幕板２５，２５Ａまたは側壁ガイ
ド３７ａ、３７ｂにガイドピン３２を設けてもよい。
　従って、対面カウンター１Ａにおける昇降カウンター３及び第二昇降カウンター３Ａの
いずれか一方が昇降した場合でも、隙間が小さい一定の距離に維持されるため、紙等の書
類が隙間内に進入するおそれを低減できる。
【００４０】
　次に図１４は上述した各実施形態の第一変形例を示すものであり、対面カウンター１の
昇降カウンター３のみが開示されている。上述した実施形態における昇降支持部材１４で
は、床面に固定部材として下部ブラケット１８が設置され、その上面１８ａに固定筒部１
９と進退可能な昇降軸部２０が配設されているが、本変形例では上下逆に構成した。即ち
、天板ブラケット１５の下部に固定部材として上部ブラケット４０が連結され、その下部
に固定筒部１９が下向きに固定され、固定筒部１９内に進退可能な昇降軸部２０が設置さ
れている。昇降軸部２０の第二昇降軸部２０ｂの下端部が床面に着座している。
　この場合、昇降支持部材１４を縦ビーム５に連結する第一取付ブラケット２２及び第二
取付ブラケット２３は下部の第二昇降軸部２０ｂに設けられている。
【００４１】
　そのため、昇降天板１６の降下位置では、昇降軸部２０が第一取付ブラケット２２及び
第二取付ブラケット２３の取付部を除いて固定筒部１９に収納された状態に保持され、昇
降天板１６は固定天板６と同一高さ位置に保持されている。そして、昇降時には昇降軸部
２０の第一昇降軸部２０ａ及び第二昇降軸部２０ｂが固定筒部１９から突出して、上部ブ
ラケット４０を介して昇降天板１６を上昇させることができる。
　この第一変形例は第二実施形態の二つの昇降カウンター３、第二昇降カウンター３Ａに
も適用できる。
【００４２】
　なお、上述した実施形態において、昇降カウンター３の後側幕板２５に設けたガイド部



(10) JP 6933552 B2 2021.9.8

10

20

30

40

材３０は、固定カウンター２の断面略コの字型の縦ビーム５に形成したガイド面としての
第一リブ５ａにガイドピン３２が当接し、第一リブ５ａにガイドされながら昇降天板１６
と一体に昇降するように構成した。しかしながら、縦ビーム５は必ずしも断面略コの字型
に形成されていなくてもよい。
　例えば、縦ビーム５は断面略Ｌ字型や断面略平板状等の適宜の形状を採用でき、その際
、第一リブ５ａを有していなくてもよい。縦ビーム５にガイドされてガイドピン３２が上
下動できればよい。また、例えば、縦ビーム５にガイド面として別部材を固定し、別部材
をガイド面としてこれに沿ってガイドピン３２が上下に摺動するようにしてもよい。その
際、別部材のガイド面はガイドピン３２と後側幕板２５との間に配設されていることが好
ましい。
【００４３】
　また、ガイド部材３０を固定する部材として後側幕板２５，２５Ａを設けずに昇降天板
１６または昇降支持部材１４、１４Ａに直接、または他の仲介部材を介して間接的にガイ
ド部材３０を取り付けてもよい。
　なお、本発明において、上述した実施形態における固定天板６、昇降天板１６Ａは第一
天板に含まれ、固定カウンター２や棚、壁等は第一什器に含まれる。昇降カウンター３は
第二什器に含まれる。第一什器は必ずしも固定天板６を設けていなくてもよく、少なくと
も縦ビーム５を有していればよい。棚、壁等も縦ビームを有しているものとする。
【符号の説明】
【００４４】
１、１Ａ　対面カウンター
２　固定カウンター
３　昇降カウンター
５　縦ビーム
５ａ　第一リブ
６　固定天板
７　横ビーム
８　補強枠体
１２　側板
１４　昇降支持部材
１５　天板ブラケット
１６　昇降天板
１８　下部ブラケット
１９　固定筒部
２０　昇降軸部
２２　第一取付ブラケット
２３　第二取付ブラケット
２５　後側幕板
２６　前側幕板
２７　連結部材
３０、３７　ガイド部材
３２　ガイドピン
３４　フロントパネル
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